
 

 

 

町田市文化財保護審議会への諮問について 

 

１ 諮問事項 

  町田市指定旧跡の指定について 

 

２ 諮問理由 

 

凌霜館は、町田市域を代表する自由民権運動家である村野常右衛門

が若手運動家育成のために建立した文武館です。現在の自由民権資料

館の敷地内に１８８３（明治１６）年に建立されましたが、大正初期

に売却・移築され、その後１９８０（昭和５５）年ころに取り壊され

ました。 

この自由民権資料館敷地内の「凌霜館跡」について、町田市文化財

指定・登録基準第１の６（２）に該当すると考えられるため、町田市

文化財保護条例第５０条に基づき諮問するものです。 

 

３ 諮問内容 

  

（１）指定候補 

凌霜館跡 

（２）種別 

町田市指定旧跡 

 

４ その他 

  本件は、２０２３年２月に開催する町田市文化財保護審議会におい

て諮問する予定です。 

 

（別添資料） 

○ 参考資料  

１ ２０２２年度町田市指定文化財候補 

２ 町田市文化財指定・登録基準 

協議事項－２ 

（生涯学習総務課） 



《資料 ２０２２年度町田市指定文化財候補》 

【凌霜館跡】 

指定種別：町田市指定旧跡 

場  所：町田市立自由民権資料館敷地内 

（町田市野津田町 897-１~3、898、899-1･3、900-1） 

管 理 者：町田市教育委員会 

内  容：凌霜館跡 

製作年代：1883（明治 16）年 5月 6 日（開場式日） 

沿  革：1883（明治 16）年、村野常右衛門の企図により建立され、同年 5月 6

日に開場式が催される。 

大正初期に売却され同町内並木に移築される。 

1980（昭和 55）年ころに取り壊される。 

1984（昭和 59）年 11月に村野常右衛門の孫夫妻村野順三・婉子両氏

より凌霜館跡地として同地の寄付を受ける。 

自由民権資料館開館時に「凌霜館跡」碑を敷地内に建立する。 

法  量：移築され遺されていた建物は 20坪（約 66 ㎡）程度（推定） 

現  状：野津田町 897・898 番地に資料館があり、野津田町 899・900 番地は

資料館敷地内の庭園である。 

指定理由： 凌霜館は、自由党員村野常右衛門が若手運動家育成のために建立し

た文武館で、同様の文武館は、旧神奈川県域でも他に鴻武館（現八王

子市）・貫徹館（現大和市）等の存在が確認できる。文武館は、明治 10

年代半ば以降、自由党中央の方針の壮士育成方針を背景として全国各

地に建立されたもので、凌霜館も自由党の 1883（明治 16）年頃の運

動方針を典型的に表している。 

      村野常右衛門は、最も多くの自由党員が参加した激化事件である大

阪事件（1885＝明治 18 年）に参画するが、その背景には村野が抱え

る凌霜館生参加の期待があったと推定されている。また、1892（明治

25）年に凌霜館生が起こした大須賀明殺害事件は、同年に全国的に行

われた選挙大干渉を背景にしており、日本における立憲政治・代議政

治導入期の混乱を典型的に表す事件の一つと考えられる。また、『皇国

武術英名録』（明治 21年、小田原市立図書館蔵）で、凌霜館関係者の

名を確認でき、市域に広く関係者がいたこと、市域外からの寄留者を

確認することもできる。 

      凌霜館の所在地が当該地であるという明確な文献は発見されていな

いが、大正初期まで存在してきたこと、1896（明治 29）年生まれの村

野常右衛門の長男廉一氏が色川大吉氏と編んだ『村野常右衛門伝』（2

冊）が上梓された 1971（昭和 46）年までご存命であったことを考え



ると、村野家には信憑性の高い情報として伝えられていたと判断でき

る。また、自由民権資料館建設時に、掘り起こされた土砂内から、開

場式時に製作されたものと思われる「凌霜館」銘の盃が発見されてお

り、これも当該地が凌霜館跡地であることの傍証といえる。 

      以上の内容から、町田市文化財指定・登録基準第 1「6 町田市指定

旧跡」「（2）著名な伝説地及び由緒ある場所・土地で市の歴史を理解す

るために重要なもの」に該当すると思われる。 

 

 

凌霜館に使用されていた建物（移築後）（1970 年代撮影） 

 

 

 

「凌霜館」銘入り盃 
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○町田市文化財指定・登録基準 

 

町田市文化財保護条例（昭和５２年町田市条例第３０号）第４条第１項、第２

０条第１項、第２６条第１項、第３３条第１項及び第３７条第１項の規定に基づ

き、町田市教育委員会が行う文化財の指定及び登録は、この町田市文化財指定・

登録基準により行う。 

第１ 町田市文化財指定基準 

町田市の歴史、文化を理解する上で重要なものを市の文化財に指定するには以

下の基準により行う。 

１ 町田市指定有形文化財 

（１）建造物 

建築物（社寺、住宅、公共施設等）及びその他の工作物（石塔、鳥居等）

のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

ア 意匠的又は技術的に優秀なもの 

イ 歴史的又は学術的価値の高いもの 

ウ 市の歴史又は地域的特色において顕著なもの 

（２）絵画・彫刻・工芸品 

ア 各時代の遺品のうち製作が優秀なもの 

イ 絵画史上、彫刻史上、工芸史上又は文化史上重要なもの 

ウ 題材、品質、形状又は技法等の点で特色があり意義の深いもの 

エ 市の歴史、文化に関係の深いもの 

（３）書跡・典籍 

ア 書跡類のうち書道史上又は市の文化史上重要なもの 

イ 典籍類のうち原本又はこれに準ずる写本で文化史上重要なもの 

ウ 典籍類のうち版本類(版木を含む。)は、印刷史上重要なもの 

エ 書跡類、典籍類で歴史的又は学術的価値の高いもの 

オ 書跡類、典籍類で市の歴史、文化に関係の深いもの 

（４）古文書 

ア 古文書類のうち歴史上又は文化史上重要なもの 

イ 日記、記録類(絵図又は系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写

本で歴史上重要と認められるもの 

ウ 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認めら 

れるもの 

エ 市の歴史、文化に関係の深いもの 

（５）考古資料 

各時代の遺物で学術的価値の高いもの又は市の歴史上重要と認 

められるもの 
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（６）歴史資料 

ア 政治、経済、社会、文化等歴史上の各分野における重要な事象に関する

遺品のうち学術的価値の高いもの 

イ 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの 

ウ 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で市の歴史上重要なもの 

エ 歴史、文化、生活、景観等に関わる写真、映像、音声等の記録で市にと

って重要なもの 

２ 町田市指定無形文化財 

 （１）芸能 

  １ 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該

当するもの 

  ア 芸術上価値の高いもの 

  イ 芸能史上重要な地位を占めるもの 

  ウ 市の文化史上重要なもの 

  ２ １の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの 

 （２）工芸技術 

   陶芸、染色、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次のアからウまでのいず

れかに該当するもの 

ア 芸術上価値の高いもの 

  イ 工芸史上重要な地位を占めるもの 

  ウ 市の文化史上重要なもの 

３ 町田市指定有形民俗文化財 

(１) 次に掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等におい

て、市民の生活文化を理解する上で重要なもの 

ア 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、

家具調度、住居等 

イ 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡績

用具、作業場等 

ウ 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟、車、  

飛脚用具等 

エ 交易に用いられるもの 例えば、計算用具、計量具、看板、鑑 

札、店舗等 

オ 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪

術用具、社祠等 

カ 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具等 

キ 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜占用具、医療用具、

教育施設等 
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ク 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、

面、人形、玩具、舞台等 

ケ 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、

産  屋等 

コ 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節句用具、盆 

用具等 

(２) (１)のアからコまでに掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容

等が、次のアからオまでのいずれかに該当し、市民の生活文化を理解する上

で重要なもの 

ア 歴史的変遷を示すもの 

イ 時代的特色を示すもの 

ウ 地域的特色を示すもの 

エ 生活階層の特色を示すもの 

オ 職能の様相を示すもの 

４ 町田市指定無形民俗文化財 

(１) 風俗慣習のうち次のア又はイのいずれかに該当し、重要と認め 

られるもの 

ア 由来、内容等において市民の生活文化の特色を示すもので典型 

的なもの 

イ 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示 

すもの 

(２) 民俗芸能のうち次のアからウまでのいずれかに該当し、市として重要と

認められるもの 

ア 芸能の発生又は成立を示すもの 

イ 芸能の変遷の過程を示すもの 

ウ 市の文化に関係が深いもの 

５ 町田市指定史跡 

次に掲げる遺跡のうち市の歴史を理解するために欠くことができず、かつ、

その遺構が比較的よく原形を保っているもので学術的価値の高いもの 

ア 集落関係、生産関係、埋葬関係等の遺跡 

イ 役所跡、城館跡、防塁、古戦場その他政治・軍事に関する遺跡 

ウ 社寺跡その他祭祀信仰に関する遺跡 

エ 屋敷跡、町屋跡、居宅跡等 

オ 私塾、学校その他教育学芸に関する遺跡 

カ 街道、番所跡、宿場跡、上水、用水、堤防その他産業、交通、土木に関

する遺跡 

キ 墓及び碑 
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ク 由緒ある園地、井泉、樹石その他この類の遺跡 

６ 町田市指定旧跡 

（１）５のアからクに掲げる遺跡のうち市の歴史を理解するために重  

要で、かつ、その遺構の原形は著しく損なわれているが学術的価 

値の高いもの 

（２）著名な伝説地及び由緒ある場所・土地で市の歴史を理解するた  

めに重要なもの  

７ 町田市指定名勝 

次に掲げるもののうち風致景観の優秀なもので市にとって重要なもの 

ア 公園、庭園等 

イ 橋梁、築堤等 

ウ 緑花木、草花等の叢生する場所 

エ 鳥、魚、虫等の生息する場所 

オ 岩石、洞穴等 

カ 沼、池、湿地、湧泉、水源等 

キ 丘陵、河川等 

ク 展望地点 

８ 町田市指定天然記念物 

次に掲げる動物、植物、地質鉱物のうち学術上貴重で市の自然を代 

表するもの 

（１）動物 

ア 市の著名な動物（獣、鳥、魚及び虫類以下「動物」という。）として保存

を必要とするもの及びその生息地 

イ 自然環境における特有の動物又は動物群集 

ウ 特に貴重な動物の標本 

（２）植物 

ア 名木、巨樹、老樹、畸形樹、栽培植物の原木、並木、社叢 

イ  代表的な天然林、二次林、その他植物群落 

ウ 沼、池、湿地、湧泉、河川等の水草類、藻類、蘚苔類、微生物等及びそ

の生ずる地域 

エ 着生草木の著しく発生する樹木又は岩石 

オ 栽培植物とその原種の生育地、または自生地 

カ 著しい植物分布の限界地 

キ 稀有又は絶滅の恐れがある植物及びその自生地 

（３）地質鉱物 

ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態 

イ 市の特色を示す地質現象を保持するもの 
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ウ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 

 

第２ 町田市文化財登録基準 

町田市の文化財に登録するには以下の基準により行う。 

一 町田市指定文化財に準ずる価値が認められるもの 

二 地域において広く親しまれてきたもの、再現することが容易でないもの、

市の歴史的景観に寄与しているものの中で市の歴史、文化を理解する上で

保存及び活用のための措置が特に必要と認められるもの 

 

１ 町田市登録有形文化財 

（１）建造物 

第１の１（１）に規定するもののうち、原則として建設後５０年以上経過

し、次のアからウまでのいずれかに該当するもの 

ア 意匠的又は技術的に特色があるもの 

イ 歴史的又は学術的価値があるもの 

ウ 市の歴史又は地域的特色があるもの 

（２）絵画・彫刻・工芸品 

ア 各時代の遺品のうち製作に特色があるもの 

イ 絵画史上、彫刻史上、工芸史上又は文化史上必要なもの 

ウ 題材、品質、形状又は技法等の点で特色があり意義があるもの 

エ 市の歴史、文化に関係があるもの 

（３）書跡・典籍 

ア 書跡類のうち書道史上又は市の文化史上必要なもの 

イ 典籍類のうち原本又はこれに準ずる写本で文化史上必要なもの 

ウ 典籍類のうち版本類(版木を含む。)は、印刷史上必要なもの 

エ 書跡類、典籍類で歴史的又は学術的価値があるもの 

オ 書跡類、典籍類で市の歴史、文化に関係があるもの 

（４）古文書 

ア 古文書類のうち歴史上又は文化史上必要なもの 

イ 日記、記録類(絵図又は系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写

本で歴史上必要なもの 

ウ 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上必要と認めら 

れるもの 

エ 市の歴史、文化に関係があるもの 

（５）考古資料 

各時代の遺物で学術的価値があるもの 

（６）歴史資料 
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ア 政治、経済、社会、文化等歴史上の各分野における重要な事象に関する

遺品のうち学術的価値があるもの 

イ 歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値があるもの 

ウ 歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で市の歴史上必要なもの 

エ 歴史、文化、生活、景観等に関わる写真、映像、音声等の記録で市にと

って必要なもの 

２ 町田市登録無形文化財 

（１）芸能 

  １ 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のアからウまでのいず 

れかに該当するもの 

  ア 芸術上価値があるもの 

  イ 芸能史上必要なもの 

  ウ 市の文化史上必要なもの 

  ２ １の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法 

（２）工芸技術 

   陶芸、染色、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次のアからウま 

でのいずれかに該当するもの 

  ア 芸術上価値があるもの 

  イ 工芸史上必要なもの 

  ウ 市の文化史上必要なもの 

３ 町田市登録有形民俗文化財 

（１）第１の３（１）のアからコまでに掲げる有形の民俗文化財のう 

ち、その形様、製作技法、用法等において市民の生活文化を理解する上で必要

なもの 

（２）第１の３（１）のアからコまでに掲げる有形の民俗文化財の収集で、そ

の目的、内容等が、第１の３（２）のアからオまでのいずれかに該当し、市民

の生活文化を理解する上で必要なもの 

４ 町田市登録無形民俗文化財 

第１の４（１）のア、イ及び（２）のアからウに規定するもののうち、市民の

生活文化を理解する上で必要なもの 

５ 町田市登録史跡 

第１の５のアからクに掲げる遺跡のうち、その遺構が比較的よく原形を保って

いるもので学術的価値のあるもの 

６ 町田市登録旧跡 

（１）第１の５のアからクに掲げる遺跡のうち、その遺構の原形は著しく損な

われているが学術的価値のあるもの 

（２）著名な伝説地及び由緒ある場所・土地で市の歴史を理解するために必要
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なもの  

７ 町田市登録名勝 

第１の６のアからクに掲げるもののうち、風致景観に特色があるもの、地域に

おける人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で市民の

生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの 

８ 町田市登録天然記念物 

第１の７の（１）から（３）に掲げる動物、植物、地質鉱物のうち学術的価値

があり、市にとって必要なもの 

 

附則 

この基準は、２０１１年６月３日より施行する。 

附則 

この基準は、２０１５年１０月２日より施行する。 

附則 

この基準は、２０１９年１１月２日より施行する。 
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